
政府備蓄米の無償交付に係る手続き

令和２年９月
農林水産省政策統括官付穀物課

子ども食堂等用



子ども食堂等のごはん食の推進を支援します

未来を担う子どもたちに、

ごはん食のおいしさや重要性を知ってほしい。

留意事項

〇子ども食堂等で幼児・児童・生徒を対象に、
食育の一環として、政府備蓄米を自ら使用
する場合に対象になります。
(１か所あたり60㎏まで無償交付します。)

〇前年度からごはん食の数量増加が見込まれ
ることが必要です。

〇政府備蓄米は、玄米のほか、精米での提供
も可能です。

1か所あたり
60㎏まで

無償交付します

政府備蓄米の子ども食堂等への無償交付を開始

（お問い合わせ先）
本事業の内容は、以下の部署に直接お問い合わせください。

農林水産省政策統括官付穀物課消費流通第１班(高嶋、落合、門)

（ダイヤルイン：０３－３５０２－７９５０ 対応時間：９時～18時）
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子ども食堂等への政府備蓄米の無償交付

【 目 的 】 農林水産省は、これまで学校給食用に使用する米の一部について、政府備蓄米を無償で交付して
きたところです。
今般の新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、休校を余儀なくされる学校がある中、子ども食

堂等における食事の提供が学校給食の補完機能を果たすなど、あらためてその役割が再認識されて
います。
これらを受け、子ども食堂等に対し、食育の一環としてごはん食を推進を支援するため、政府備

蓄米を無償交付します。

【交付対象者】１．子ども食堂（地域のボランティアが子どもたちに対し無料又は安価で栄養がある食事や子ども
に共食の機会を提供する取組を行う団体）

２．フードバンク（食品ロスの削減の推進に関する法律第19条第１項に定める活動を行う団体）

【 交付要件 】１．子ども食堂等において、幼児、児童又は生徒を対象に、食育の一環としてごはん食を推進する
ことを目的に、政府備蓄米を自ら使用する取組であること。

２．緊急的な措置を理由に前年度からごはん食の数量増加が見込まれること。
３．交付する米は、60㎏を上限として、今年度内に使用すること。
４．子ども食堂等において対面での食事提供から弁当配布に変更する場合は、食育の取組を行うこと
により、交付対象となります。

５．政府備蓄米（玄米又は精米）を単に食材として他者に提供する取組は交付対象外です。

１



政府備蓄米の無償交付時に係る手続き

１ 政府備蓄米の交付申請（子ども食堂等→農林水産省）
・交付申請書（子ども食堂等政府備蓄米使用計画書等）を農林水産省に提出して下さい。
※政府備蓄米は、玄米または精米で提供しますので、「交付申請書」にご希望を記入して下さい。

２．農林水産省の職員からの連絡（農林水産省→子ども食堂等）
・交付申請内容（使用計画等）の内容確認とともに引渡方法の説明、確認を行います。
※引渡方法は、近くの保管倉庫に受け取りに来て頂く方法と保管倉庫から宅配業者が運送する方法（費用
は国が負担します。）から選択いただきます。

３．政府備蓄米の交付決定書の送付（農林水産省→子ども食堂等）
・交付申請内容の確認後、国から「交付決定書」を送付します。
※保管倉庫から宅配業者の運送を希望する方には、農林水産省から「運送送り状」を送付します。

４．政府備蓄米の引渡申出書（政府備蓄米の引渡し）（子ども食堂等→農林水産省→倉庫管理する受託事体）
・「引渡申出書」を保管倉庫（農林水産省を経由）へ提出。
※保管倉庫から運送による引渡しを希望する方は、「引渡申出書」とともに、送り先を明記した「運送送
り状」を提出して下さい。

５．政府備蓄米の使用報告（子ども食堂等→農林水産省）
・子ども食堂等における政府備蓄米の使用結果を農林水産省に必ず報告して下さい。
※翌年度４月末まで。

６．政府備蓄米の未使用報告（子ども食堂等→農林水産省）
・政府備蓄米を申請当初の使用計画書のとおり使用できなかった場合、農林水産省に必ず報告して下さい。
※政府備蓄米が残ることが判明した分かったときに、速やかに報告して下さい。

２



子ども食堂への政府備蓄米の無償交付に関する手続きについて

③交付決定書（郵送希望者には、「運送送り状」も同封）

（政府備蓄米の引渡し。引き取る場合と運送する場合）

交付決定者
（子ども食堂）

交
付

国
（農林水産省）

引
渡
し

④引渡申出書
（郵送希望者は、「運送送り状」の住所等記載の上、同封）

申
請

②申請者への連絡（引渡し方法の確認）

①交付申請書（玄米・精米の意向）
交付申請者
（子ども食堂）

国
（農林水産省）

交付決定者
（子ども食堂）

国
（農林水産省）

⑤使用報告（⑥未使用報告）
使
用

交付決定者
（子ども食堂）

国
（農林水産省）

３

⑦未使用承認



政府備蓄米の交付申請時に必要な書類

【様式２号 交付申請書】 【様式２号－別紙１】 【様式２号－別紙２】

４



【様式２号－別紙４ 使用計画書】 【様式２号－別紙４－１ 自己申告書】 【様式２号－別紙４－２ 誓約書】

５

（注）上記の他、
(1)団体の体制が分かるもの（①組織体制図、②常勤スタッフがいる場合は、当該スタッフ名簿（役職、氏名等））
(2)活動状況が分かるもの(①子ども食堂において食事提供場所の写真（建物の外観、食事の提供を行う部屋等）、

②開催案内（チラシなど））
を提出して下さい。



政府備蓄米の交付決定時にお渡しする書類

【様式３号 交付決定書】

１ 引渡しの方法は、近くの保管倉庫に出向いての受け取りに来て
頂く方法又は保管倉庫からの運送する方法から選択いただきます。

２ 運送による受け取りを希望される場合は、「交付決定書」を送
付時に、「運送用送り状」もお送りします。

６

（例）同封する運送送り状



政府備蓄米の引渡し時に必要な書類

【様式７－２号 引渡申出書】

１ 保管倉庫に出向いて政府備蓄米を受け取る場合、子ども食堂等
の所在地から最寄りの倉庫を事前にご連絡します。交付決定書の
内容や引渡場所（倉庫）等を記入の上、「引渡申出書」を農林水
産省穀物課あてに提出願います。

２ 保管倉庫からの運送により受け取る場合、「運送用送り状」の
お届け先住所欄に子ども食堂等の所在地を記載の上、「引渡申出
書」と一緒に農林水産省穀物課あてに提出願います。
※お届け先住所は、交付申請時の「使用計画書」に記載したの子
ども食堂等の所在地を必ず記載して下さい。

７

子ども食堂等政府備蓄米使用計画書
「様式２号－別紙４」の所在地を記入下さい。



政府備蓄米の使用報告時に必要な書類

【様式８－３号 使用報告書】 【様式８－５号 未使用報告書】

８

１ 政府備蓄米を使用結果を記載の上、農林
水産省に４月末までに報告して下さい。

２ 政府備蓄米が残る場合は、分かった時点
で、速やかに農林水産省へ報告して下さい。
（報告後、農林水産省で未使用分の承認を
行います。）


